
りそなクイック入金サービス利用規程 
（2014年 1月改定） 

 

 
１．（サービスの内容） 
（１）クイック入金サービス申込書兼手数料引落依頼書（以下「本申込

書」といいます。）に係る契約（以下「本契約」といいます。）につき、当
社は、本規程の定めるところに従って、契約者に本サービスを提供しま
す。 

（２）本サービスは、契約者が届け出て当社が承諾した入金担当者に
対し、入金担当者番号を付した入金専用カード（以下「カード」といいま
す）または入金専用通帳（以下「入金帳」といい、カードと併せて「カー

ド等」といいます）を配布し、入金担当者が当社の窓口、現金自動預払
機（以下「ＡＴＭ」といいます）または提携コンビニのＡＴＭを使用して入
金を行った場合に、あらかじめ指定をうけた口座へ入金担当者番号の

情報を付与して入金するサービスをいいます。 
 
２．（利用申込） 

（１）本サービスを利用する場合は、本規程および関連の規程の内容を
十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、「りそなクイッ
ク入金サービス申込書兼手数料引落依頼書（以下「申込書」といいま

す）」を提出することにより申込手続きを行うものとします。 
（２）契約者は（１）の申込と併せて「入金専用カード発行依頼書（以下
「発行依頼書」といいます）」により、入金担当者として予定する者の氏

名と担当者番号（１０桁以内で任意に決めてください）を届け出るものと
します。なお、申込書に記載の利用目的の範囲内で必要な枚数のみ
の届け出るものとし、必要枚数以上の届け出は行わないものとします。 

（３）当社が、（１）の申込を受けた場合には、当社は所定の審査を行
い、申込を承諾する場合には（２）により届け出いただいた担当者番号
を付与したカード等を、お取引店を経由して契約者に送付します。 

（４）当社が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用
された印影を届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認
めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用ま

たは不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害につ
いて当社は責任を負いません。 
 

３．（遵守事項） 
（１）本サービスによるカード等の利用者は入金担当者に限ります。 
（２）カード等は入金担当者のみが使用するものとします。入金担当者

はカード等を第三者に貸与または譲渡することはできません。 
（３）本サービスの利用目的は申込書に記載のとおりとし、利用目的外
の利用は行いません。 

 
４．（サービスの利用） 
（１）本サービスのカードは当社国内本支店ＡＴＭおよび提携コンビニ

ＡＴＭにおいて、また入金帳は当社国内本支店の窓口およびＡＴＭに
おいて、当社が定めた時間内にご利用できます。 
（２）ＡＴＭによる預け入れに際しては、当社が定めた種類の紙幣のほ

か、当社国内本支店ＡＴＭでは硬貨も預け入れできます。また、１回あ
たりの預け入れは、当社が紙幣及び硬貨毎に予め定めた枚数によっ
て定まる金額を上限とします。 

 
５．（届出事項の変更） 
（１）入金担当者の追加は発行依頼書により届け出ることにより変更申

込手続を行うものとし、この場合、第２項第３号の定めを準用します。 
（２）入金担当者を削除する場合は、その旨を書面により届け出るものと
します。この場合、カードは当社の取引店に返却し、入金帳は、届け出

以降、当該入金担当者に使用させることはできません。 
（３）その他の届出事項に変更が生じ、または生じることが予見されると
きは、速やかにその旨を書面により届け出るものとします。 

 
６．（手数料） 
（１）本サービスの利用にあたっては、当社所定の手数料を支払うもの

とします。 
（２）手数料は当社所定の振替日に預金通帳及び払戻請求書または
当座小切手なしで、手数料決済口座から自動的に引き落としします。 

 
７．（免責事項） 
本サービスにかかるカード等については、契約者が、自らの責任にお

いて厳重に管理するものとします。本規程のいずれかに違反し、カード
等が不正に利用された場合、それにより生じた損害について当社は責
任を負いません。 

 
 
８．（解約） 

（１）任意解約 
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約
することができます。ただし、当社に対する解約の通知は、当社所定

の書面及び契約者が保有する全てのカードを当社に提出しなけれ
ばならないほか、当社所定の手続に従うものとします。なお、解約の
通知は、当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続

終了前に契約者に損害が生じた場合においても、当社は責任を負
いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある
等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合

があります。 
（２）解約の通知 
当社が解約の通知を届出の住所（届出の住所がない場合は本申込

書記載の住所）にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領
拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、
通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

（３）強制解約 
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつで
も契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、また

は本契約を解約できるものとします。 
①支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始も
しくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒

産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮
差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき 
②手形交換所又はでんさいネットの取引停止処分を受けたとき 

③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、
当社において契約者の所在が不明となったとき 
④当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 

⑤１年以上にわたり本サービスの利用がないとき 
⑥解散、その他営業活動を休止したとき 
⑦当社への本規程に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知

したことが判明したとき 
⑧遵守事項に記載の利用目的以外で利用したとき 
⑨手数料決済口座、入金指定口座を解約したとき 

⑩本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、または
その恐れがあると認められるとき 
⑪本規程または本規程に基づく当社所定事項に違反したとき 

⑫その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相
当の事由が発生したとき 

 

９．（契約期間） 
本契約の有効期間は取扱開始日から起算して１年間とし、契約者また
は当社から特に申し出がない限り、契約期間満了の翌日から１年間継

続されるものとし、継続後も同様とします。 
 
１０．（規程の変更等） 

（１）当社は必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規
程の内容および利用方法（当社の所定事項を含みます）を変更するこ
とができます。この場合、当社は当社ホームページ上で掲示する方法

により当該変更を周知します。契約者は、本サービスを利用するとき
は、予め、当社ホームページ上の最新のクイック入金サービス利用規
程を確認するものとします。 

（２）当社は、前項の掲示で指定した日（以下「変更日」といいます）以
降は、変更後の規程により契約者を取扱います。変更日以降に契約
者が本サービスを利用した場合、契約者は、変更後の利用規程につ

いて、変更日に遡って異議なく承諾したものとみなします。 
（３）契約者は、本項（１）の利用規程の変更に同意されない場合、本契
約を解約することができます。この場合の手続きは、第８項の規定を準

用するものとします。 
 
１１．（合意管轄） 

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、
当社本店所在地を管轄する裁判所もしくは東京地方裁判所を第１審
の専属的合意管轄裁判所とします。


